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指定再資源化製品に係る判断基準／認定基準省令について

１．指定再資源化事業者の判断の基準（改正資源法第53条）

① 使用済指定再資源化製品の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項

② 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項

③ 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、

引取りの方法その他市町村との連携に関する事項

④ その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項

２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等（改正資源法第54条・第55条）

① 自主回収・再資源化事業の実施に関する計画の認定のための判断の基準となるべき事項

② 認定を受けた計画について変更認定を要しない軽微な変更の対象とする事項



① 使用済指定再資源化製品の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

事項 リチウム蓄電池 パソコン

①回収場所、回収ボックスといった自主回収のための必要
な措置（※１）

○ ○

②回収時に、対価を徴収しないこと。ただし、事業活動に
伴って発生したものや正当な理由がある場合を除く。

○ ○

③製品の付属装置の自主回収（努力義務） ー ○

④自主回収途中における実施状況の把握（※１） ー ○

⑤加工、修理又は販売（輸入販売を除く。）の事業を行う
者に対する必要な協力

○ ー

⑥他者への委託しての自主回収の実施及び当該受託した者
への報告の聴取

○ ○

⑦単独又は共同して実施した自主回収の実施状況の公表 ○ ○

⑧その他自主回収の実効を確保するための必要な措置 ○ ○

（検討テーマ１）表示等義務の要否 ー ー

（検討テーマ２）回収目標の設定・公表等の要否 ー ー

追加３品目

○

○

ー

ー
（携帯電話用装置：○）

○
（※２）

○

○

○

（今回検討）

（今回検討）

（※１）携帯電話用装置の場合、パソコンと同様に、個人情報を含む製品であるため、そのトレーサビリティを求めるもの。
（※２）事業者が、販売（輸入販売を除く。）の事業を行う者に対して協力を求める旨を定めるもの。
なお、回収場所、回収対象等の情報については、リチウム蓄電池とパソコンで定める条項に違いがあるものの、自主回収の実効を確保するために公表する旨規定し
ており、追加３品目も同様に規定する。



① 使用済指定再資源化製品の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項

（検討テーマ１）表示義務の要否
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

✓ 指定再資源化製品については、自主回収している旨消費者における認知のため、製品本体や製品に付属す

る取扱説明書その他の物品における表示又は記載、店頭ポスター、ＷＥＢサイト、ＤＭ／メルマガ、ＳＮ

Ｓなど様々な方法が考えられるところである。

✓ 必ずしも製品本体への表示を求めるものではないが、どのように消費者における認知を図るかは、製品に

応じて、事業者において自主回収の実効を確保するための取組として求めるものとしてはどうか。

✓ また、施行時点において、措置が講じられていない製品について、即基準違反とするような過度な扱いを

するものではなく、運用として、その製造事業者等に対し、取組の実施・促進を求めていくこととする。
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

出典（一般社団法ＪＢＲＣホームページより）

https://www.jbrc.com/general/recycle_flow/

（参考）回収対象の見分け方



① 使用済指定再資源化製品の自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項

（検討テーマ２）回収目標の設定・公表等の要否
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

✓ 回収目標値の設定については、その達成状況を踏まえ、法に基づく指導・助言、さらには、勧告・命令・罰則を執行す

ることに繋がるため、設定する目標値に係る合理性及び妥当性が不可欠であるが、現時点では、指定再資源化製品の流

通形態や使用済指定再資源化製品の廃棄等の実態が不明であり、指定再資源化製品ごとに全国一律の合理的かつ妥当な

目標設定を行うことは困難である。

✓ 一方、自主回収の実効の確保として、製造事業者等は、消費者が指定再資源化製品を廃棄する際に、適切に排出される

よう回収の促進を取り組む必要があり、また、行政においては、回収量を含めた取組状況を把握し、指導等の実施が求

められるところである。なお、現行の下取り回収や二次流通市場を阻害することは意図していない旨配慮も必要。

✓ このため、当面の間は、指定再資源化事業者が自主回収に関する定量的な回収目標値を自ら設定し、その回収目標値の

達成に向けた必要な取り組みを実施・公表することとしてはどうか。

✓ 国は、この回収目標値を設定する際に必要となる考え方等をガイドラインとして整理するとともに、公表される自主回

収量実績を集計し、日本全体としての自主回収の取組をモニタリングし、必要に応じて将来的に指定再資源化製品ごと

に一律の回収目標値の法定化や安全規制としてのあり方の検討などに繋がるよう図っていくこととしてはどうか。



図・グラフの挿入

【再資源化の目標に関する事項】

② 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

※１．重量１kg以下のパソコンは、指定再資源化製品の対象外。

対象製品の例 割合

リチウム蓄電池 30／100

パソコン（重量１ｋｇ超のノート型） 55／100

※２．再資源化の目標は、上記の割合を下回らないよう各事業者にて設定。なお、再資源化の割合の算定は、次のとおり。

✓ リチウム蓄電池の場合：

［再生資源（金属資源）として利用可能な状態にされるものの総重量］／［回収した使用済リチウム蓄電池の総重量］

✓ パソコンの場合：

［再生部品／再生資源（ケミカルリサイクルは除く。）として利用可能な状態にされるものの総重量］／［（回収した
使用済パソコン（パソコンとして利用することができる状態にされるものを除く。）の総重量）］



【再資源化の実施方法に関する事項】

② 使用済指定再資源化製品の再資源化の目標に関する事項及び実施方法に関する事項
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

リチウム蓄電池 パソコン

自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範
囲で、再生資源（金属資源）として利用することができる
状態にすることができるものについては、再生資源として
利用することができる状態にする。ただし、これによらな
いことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは、
この限りでない。

自ら又は他の者に委託して、技術的及び経済的に可能な範
囲で、次に定めるところにより、再資源化をするものとす
る。ただし、次に定めるところによらないことが環境への
負荷の低減にとって有効であるときは、この限りでない。
ⅰ）全部又は一部のうち、再生部品として利用可能なもの
は、利用可能な状態とする。

ⅱ）ⅰ）ができないものであって、マテリアルリサイクル
できるものは、マテリアルリサイクルする。

ⅲ）ⅰ）及びⅱ）ができないものであって、ケミカルリサ
イクルできるものは、ケミカルリサイクルする。

※パソコンとしてリユース可能にすることを妨げるもので
はない旨も規定。

他の者に委託して再資源化をする場合、当該受託した者に対し、当該再資源化の実施の状況に関する報告を求める。

単独に又は共同して実施した再資源化の実施の状況を毎年度公表する。



図・グラフの挿入

③ 使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、
引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

ガイドとグリッド線

④ その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項

リチウム蓄電池 パソコン

市町村から引取りを求められたときは、引き取ること。

引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表すること。

公表した条件に基づき適切に分別されたものについては、
対価を得ないで引き取るものとする。（※）

ー

リチウム蓄電池 パソコン

ー
再生部品・再生資源として利用できないものは、熱回収に
努めること。

自主回収及び再資源化に際しては、関係法令の規定を遵守し、原材料の毒性その他の特性に配慮し、自主回収及び再資
源化に係る安全性を確保すること。

（※）蓄電池の場合、乾電池等の混入や蓄電池が機器から取り出されていない状態などが想定されたことから、「乾電池等の混入量が少

なく、機器からも分離された状態になっているなど適切に回収されたものは、無償あるいは対価を支払って（有償で買い取っ

て）回収する必要がある」旨として規定されたもので、パソコンの場合には規定されていない。
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１．指定再資源化事業者の判断の基準

出典（一般社団法ＪＢＲＣホームページより）

https://www.jbrc.com/wp-content/themes/jbrc/assets/pdf/business_general02.pdf

（参考）ＪＢＲＣにおける自治体からの引取りについて



図・グラフの挿入
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１．指定再資源化事業者の判断の基準（全体整理）
電源装置

（リチウム蓄電池を使用した携帯用小

型電源装置：モバイルバッテリー）

携帯電話用装置（スマート

フォン、フィーチャーフォ

ン、ＰＨＳ）

加熱式たばこデバイス

①自主回収の実効の確保そ
の他実施方法に関する事項

リチウム蓄電池の現行判断基準
を参考とし、更に表示等及び自
主回収目標に関する基準を追加

パソコンの現行判断基準
を参考とし、更に表示等
及び自主回収目標に関す
る基準を追加

リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考とし、更に
表示等及び自主回収目標
に関する基準を追加

②－１ 再資源化の目標に
関する事項

リチウム蓄電池の場合と同じ
リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

②－２ 再資源化の実施方
法に関する事項

リチウム蓄電池の場合と同じ
リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

③市町村との連携に関する
事項

リチウム蓄電池の場合と同じ
リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

④その他自主回収及び再資
源化の実施に関し必要な
事項

リチウム蓄電池の場合と同じ
リチウム蓄電池とパソコ
ンの現行判断基準を参考
として規定

リチウム蓄電池の現行判
断基準を参考として規定

※今回の指定再資源化製品への追加指定は、リチウム蓄電池の発火リスクに力点を置いたリチウム蓄電池の自主回収の促進のためのもの
であることを踏まえ、再資源化の実施方法としては「技術的及び経済的に可能な範囲で、再生資源として利用することができる状態に
することができるものについては、再生資源として利用することができる状態にすること」としつつ、再資源化の目標対象については、
リチウム蓄電池に対するものとし、現行のリチウム蓄電池の割合（30／100）をもって規定することとする。



• 自主回収及び再資源化の目標（算定方法及びその水準）に係る検討事項

① 自主回収・再資源化事業の実施に関する計画の認定のための判断の基準となるべき事項
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

ⅰ）回収目標

（案１）申請時、初年度目の回収量（重量又は台数）を１とし、指標をもって複数年度の計画を策定。初年度の回収量実

績報告により、回収目標が定量化されるため、必要に応じ、実績を踏えた目標の見直しを行う。

（案２）申請時、認定前の期間や認定後の期間の生産量／販売量の総量（台数又は重量）に対する回収量（台数又は重

量）の割合をもって複数年度の計画を策定。

（案３）すでに自主回収を行っている者については、過去の回収実績を踏まえて計画を策定。

ⅱ）認定のた
めの判断
基準等

・「高い回収目標」び「目標達成期限」の妥当な水準の設定。

（※水準を回収率をもって30％超とした場合、極端、1000の40％は400、10000の20％は2000、前者であれば認定も

目標達成も○、後者であれば認定も目標達成も×となるが、後者の場合、認められないとするか否か。）

ⅲ）再資源化
目標 製造事業者等に係る判断基準省令で定める再資源化目標と同等以上の目標。



• 自主回収及び再資源化の目標（算定方法及びその水準）に係る方向性

① 自主回収・再資源化事業の実施に関する計画の認定のための判断の基準となるべき事項
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

ⅰ）回収目標 （案１）、（案２）又は（案３）の選択性

ⅱ）認定のための判

断基準等

（案１）の場合、３か年又は５か年度計画を作成し、３年度目又は５年度目の回収量が初年度の回収量の３０倍を

超える回収量となるよう各年度の目標を設定。初年度の回収実績報告により、回収量が定量化されるため、事業者

と調整を行い、回収量の増加を図るための取組などを前提に、回収量目標の見直しを行うものとする。

（案２）の場合も同様で、３年度目又は５年度目に回収量が３０％を超える割合となるように設定。

（案３）の場合も同様であるが、回収量目標については過去の実績を踏まえてそれを超える回収量を設定。

※当該判断基準については、施行後５年の法点検時に、自主回収に係る進捗状況等を踏まえて検証し、必要な見直

しを行うものとする。

ⅲ）再資源化目標 現行の基準と同様に、製造事業者等に係る判断基準省令で定める再資源化目標を下回らない目標を自ら設定。



図・グラフの挿入

• 自主回収及び再資源化事業の内容（判断の基準及び報告に係る事項に限る。）

※プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則（プラ循環法施行規則）を参考

① 自主回収・再資源化事業の実施に関する計画の認定のための判断の基準となるべき事項
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

見出し 事項（プラ循環法施行規則第１７条参考）

自主回収・再
資源化事業の
内容の基準

ⅰ）指定再資源化製品の収集から再資源化により得られた物の利用までの一連の行程が明らかであること。

ⅱ）収集した指定再資源化製品に含まれる資源を相当程度再資源化するものであること。

ⅲ）自主回収・再資源化事業の全部又は一部を他人に委託する場合、委託する業務の範囲及び委託する者

の責任の範囲が明確であり、かつ、その委託先の監督について、収集、運搬又は処分が適正に行われる

ために必要な措置を講じていること。

ⅳ）自主回収・再資源化事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。

ⅴ）自主回収・再資源化事業の実施において、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じ

ていること。

（追加事項） ・対象とする指定再資源化製品を相当程度（高い回収目標で）自主回収するものであること。



図・グラフの挿入

• 自主回収及び再資源化事業の内容

① 自主回収・再資源化事業の実施に関する計画の認定のための判断の基準となるべき事項
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

見出し 事項（プラ循環法施行規則第１８条参考）

自主回収・再
資源化事業計
画の申請者の
能力等に係る
基準

ⅰ）申請者の能力に係る基準
・事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
・事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

ⅱ）収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
・適切な運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
・積替施設を有する場合にあっては、必要な措置を講じた施設であること。

ⅲ）処分の用に供する施設に係る基準
・指定再資源化製品の再資源化その他処分に適する施設であること。
・運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
・廃棄物処理法の一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合、それぞれ廃棄物処理法の許
可を受けたものであること。

・保管施設を有する場合にあっては、必要な措置を講じた施設であること。



② 認定を受けた計画について変更認定を要しない軽微な変更の対象とする事項
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

ガイドとグリッド線

事項（プラ循環法施行規則第２２条参考）

ⅰ）収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託した場合、受託者の氏名又は名称に関する変更

ⅱ）収集又は運搬を行う者の変更のうち、委託業務の範囲及び委託者の責任の範囲の変更を伴わないもの

ⅲ）収集又は運搬に使用する施設の変更

ⅳ）保管施設に関する変更

（検討事項）

・受託者が法人の場合、「法人の代表者氏名」及び「住所」の記載について、「法人番号」をもって代えることができる

ようにしてはどうか。



図・グラフの挿入

• 自主回収及び再資源化事業の内容

③自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告
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２．自主回収・再資源化事業計画の認定に係る基準等

報告内容（プラ循環法施行規則第２６条参考）

認定自主回収・再資源化事業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以前の一年間における認定自主

回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項等を記載した

報告書を主務大臣に提出。

ⅰ）当該一年間に収集した指定再資源化製品の種類ごとの回収量

ⅱ）当該一年間に指定再資源化製品の再資源化により得られたものの種類ごとの重量、利用者及び利用方法

ⅲ）当該一年間に収集した指定再資源化製品のうち再資源化せず、再生利用されたものの種類ごとの重量及

びその引渡し先

ⅳ）当該一年間に収集した指定再資源化製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理されたものの種類ご

との重量及びその処理を行った者

（追加事項） 自主回収を促進するために実施した取組内容
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